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65歳以上の人の市・県民税の非課税措置の廃止に伴う
経過措置（この措置により税負担が増えます）
合計所得金額が125万円以下で、平成17年１月１日現在で65歳

以上であった人には、平成18年度から3年間かけて段階的に税額
を引き上げる措置がとられています。平成19年度は、その2年目
です。

市・県民税の定率減税の廃止
（この廃止により税負担が増えます）

定率減税は、景気対策のため暫定
的に、平成11年度に導入された軽減
措置ですが、段階的に廃止すること
とされました。平成18年度は所得割
の7.5％（上限2万円）が減税されま
したが、平成19年度からは廃止され
ます。

　 　

よ
り
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
地

方
自
治
体
で
効
率
よ
く
行
う
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
国
の
所
得
税
か
ら
地

方
の
住
民
税（
市
・
県
民
税
）へ
、
約
三

兆
円
の
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
税
源
移
譲
の
た
め
の
税
制
改
正

に
よ
っ
て
、
市
・
県
民
税
は
平
成
十

九
年
度
課
税
分（
平
成
十
八
年
中
の
所

得
分
）か
ら
、
所
得
の
多
い
少
な
い
に

か
か
わ
ら
ず
、
一
律
一
〇
％
の
税
率

に
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
税
制
改
正
で
は
、
所
得
税
の
税

率
構
造
も
併
せ
て
見
直
さ
れ
る
た
め
、

市
・
県
民
税
と
所
得
税
を
合
わ
せ
た

税
負
担
は
増
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
同
時
期
に
定
率
減
税

が
廃
止
さ
れ
、
六
十
五
歳
以
上
の
人

の
非
課
税
措
置
も
段
階
的
に
廃
止
さ

れ
る
た
め
、
そ
の
分
、
市
・
県
民
税

の
負
担
は
増
加
し
ま
す
。

税
額
が
変
わ
る
時
期

所
得
税
と
市
・
県
民
税
の
課
税
方

式
の
違
い
に
よ
っ
て
、
税
額
が
変
わ

る
時
期
に
ズ
レ
が
あ
り
ま
す
。

●
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
、
平
成
十
九
年

一
月
か
ら
所
得
税（
源
泉
徴
収
分
）

が
減
り
、
平
成
十
九
年
六
月
か
ら

市
・
県
民
税
が
増
え
ま
す
。

●
事
業
を
さ
れ
て
い
る
人
は
、
平
成

十
九
年
六
月
か
ら
市
・
県
民
税
が

増
え
、
平
成
二
十
年
二
月
・
三
月

の
確
定
申
告
か
ら
所
得
税
が
減
り

ま
す
。

市市
・・
県県
民民
税税
が
変
わ
り
ま
す

市・県民税は、均等割（市民税3,000円＋県民税1,400円＝4,400円）と所得割からな
っています。これまでの市・県民税の所得割の税率は、所得が多くなるにつれて税率が
高くなる3段階の税率になっていましたが、税制改正後は、所得の多い少ないにかかわら
ず、一律10％となります。また、今回の税制改正では、市・県民税と所得税を合わせた
税負担を増やさないために、所得税の税率構造も見直されています。（表１）

●
年
金
受
給
者
の
人
は
、
平
成
十
九

年
二
月
か
ら
所
得
税（
源
泉
徴
収
分
）

が
減
り
、
平
成
十
九
年
六
月
か
ら

市
・
県
民
税
が
増
え
ま
す
。

税
負
担
を
変
え
な
い

た
め
の
措
置

（
１
）
調
整
控
除
に
つ
い
て

市
・
県
民
税
と
所
得
税
で
は
、
配

偶
者
控
除
や
扶
養
控
除
な
ど
の
人
的

控
除
額
に
差
が
あ
り
ま
す
。（
表
２
）

よ
っ
て
、
同
じ
所
得
金
額
で
も
、

市
・
県
民
税
の
課
税
所
得
は
、
所
得

税
よ
り
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

市
・
県
民
税
の
税
率
を
引
き
上
げ
た

場
合
、
所
得
税
の
税
率
を
引
き
下
げ

た
だ
け
で
は
、
税
負
担
が
増
え
て
し

ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

納
税
者
の
人
的
控
除
の
適
用
状
況
に

応
じ
て
、
市
・
県
民
税
を
減
額
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
納
税
者
の
税
負
担

が
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
に
つ
い
て

税
源
移
譲
に
伴
い
、
所
得
税
が
減

少
し
た
結
果
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

限
度
額
が
所
得
税
額
よ
り
大
き
く
な

り
、
控
除
し
き
れ
な
く
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
所
得
税
か

ら
控
除
を
し
き
れ
な
く
な
っ
た
分
に

つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
度
以
降
の

市
・
県
民
税
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
の

で
、
税
源
移
譲
の
前
後
で
所
得
税
と

市
・
県
民
税
を
合
わ
せ
た
実
際
の
税

負
担
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

変更点１

変更点２ 変更点３

問合せ
税務課　市民税担当
電話０５５‐９４８‐２９１８

（ ）内は、森林づくり県民税

（表１）市・県民税と所得税の税率　　　　 （ ）内は、市民税の税率

（表２）市・県民税と所得税の主な人的控除額

税源移譲に伴う変更（この変更による税負担は変わりません）

夫婦＋子供２人の場合、子供のうち１人が特定扶養に該当するものとしています。

社会保険料は、どちらのケースも年収の10％としています。

　 　

年税額の負担変動

モデルケース①　単身者の場合

モデルケース②　夫婦＋子供２人の場合

平成19年度

２００７．５．１いずのくに２００７．５．１いずのくに


